
◎建築士法等の一部を改正する法律 
（平成一八年一二月二〇日法律第一一四号）   

一、提案理由（平成一八年一一月一五日・衆議院国土交通委員会） 

○冬柴国務大臣 ただいま議題となりました建築士法等の一部を改正する法律案の提案

理由につきまして御説明申し上げます。 

 昨年明らかになった構造計算書偽装問題は、多数のマンション等の耐震性に大きな問

題を発生させ、多くの住民の安全と居住の安定に大きな支障を与えただけではなく、国

民の間に建築物の安全性に対する不安と建築界への不信を広げております。 

 また、今般の事件では、法令を遵守すべき資格者である建築士が職業倫理を逸脱して

構造計算書の偽装を行ったものであり、さらには、事件発生後も多くの建築士において

不適切な業務が行われている実態が明らかになっており、建築士制度への国民の信頼も

大きく失墜しております。 

 このような事件の再発を防止し、建築士等による適正な建築活動の確保を図り、国民

が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるよう、早急に建築士制度等の見直しを行

う必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、建築士の資質、能力の向上を図るため、建築士試験の受験資格の見直し、建

築士に対する定期講習の受講の義務づけを行うこととしております。 

 第二に、建築設計の専門分化を踏まえ、一定規模の建築物の設計に当たって、構造設

計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適

合性の確認を義務づけることとしております。 

 第三に、建築士事務所の業務の適正化を図るため、管理建築士の要件を強化するとと

もに、設計、工事監理の契約締結前に、管理建築士等が一定の重要な事項を説明するこ

とを義務づけることとしております。 

 第四に、建築士事務所の団体による自律的な監督体制の確立を図るため、建築士事務

所協会等を法定化し、当該協会において苦情解決や研修等の業務を実施することとして

おります。 

 第五に、建築士及び建築士事務所の登録・閲覧事務の効率化を図るため、国土交通大

臣または都道府県知事の指定を受けた機関がこれらの事務を行うことができることとし

ております。 

 第六に、建設工事の施工の適正化を図るため、分譲マンションなど発注者とエンドユ

ーザーが異なる一定の工事について、一括下請負を全面的に禁止することとしておりま

す。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、衆議院国土交通委員長報告（平成一八年一一月三〇日） 

○塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、建築物の安全性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、そ

の主な内容は、 

 第一に、一定規模の建築物の設計に当たり、構造設計一級建築士または設備設計一級

建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を義務づけること、 

 第二に、建築士試験の受験資格の見直し、建築士事務所に所属する建築士に対する定

期講習の受講の義務づけを行うこと、 

 第三に、分譲マンションなどの、発注者とエンドユーザーの異なる一定の建設工事に

ついては、一括下請負を全面的に禁止すること 

等であります。 

 本案は、去る十一月十三日本委員会に付託され、十五日冬柴国土交通大臣から提案理

由の説明を聴取し、二十八日に質疑に入り、二十九日参考人からの意見聴取を行い、同

日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一一月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 構造計算書偽装問題等により国民の間に建築物の安全性に対する不安と建築界への

不信が広まっていることを踏まえ、本法の的確な運用がなされるよう、国民、関係者等

への周知徹底並びに特定行政庁、建築士及び建築士事務所関係の団体等への指導助言に

努め、構造計算書偽装問題等の再発防止に万全を期すこと。 

二 建築士は、建築物の設計、工事監理等の専門技術者として、常に品位を保持し、業

務に関する法令及び実務に精通して、建築物の安全性の確保及び質の向上に寄与するよ

うに、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない職責を負っていることにかんが

み、工事施工者等との適切な役割分担を踏まえ、その職責が全うされるよう本法の施行

に万全を期すこと。 

三 建築士が自己研鑽を図るとともに、建築士事務所が適正な業務の実施を行い、専門

資格者としての社会的使命と責任を果たすため、団体の加入率向上の取り組みを通じて、

団体による自律的な監督体制が確立されるよう、関係団体等に対して、十分な指導助言

を行うこと。 

四 建築設備設計・工事監理業務において重要な資格として運用されている「建築設備

士」について、設備設計一級建築士制度のもとにおいても、その有効活用と関係規定の



適切な運用が図られるよう、特定行政庁、建築士関係団体等への周知徹底を図ること。 

五 建築物の品質を確保するためには、工事監理業務の適正化を図ることが重要である

ことにかんがみ、建築主に提出される工事監理報告書の記載内容を充実すること等によ

り、工事監理の実効性確保に努めること。 

六 建築士の業務報酬基準については、建築士が行う業務の実情を十分に考慮し、必要

に応じ、見直しを行うこと。 

七 消費者及び発注者の保護と施工体制の適正を確保するため、技術者の配置や施工の

体系等の施工体制に関する情報について、工事管理の過程で、現場において確認を徹底

させるとともに、閲覧等を通じて、消費者及び発注者に対する開示が適切になされるよ

う指導に努めること。 

八 政府は、法附則第八条に基づき、この法律の施行後五年を経過した場合において、

建築士の能力及び資質の向上の状況、設計及び工事監理業務の適正化の状況、消費者へ

の情報開示の状況、建設工事の施工の適正化の状況等を踏まえ、この法律による改正後

の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一八年一二月一三日） 

○大江康弘君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、建築士法等の一部を改正する法律案は、建築物の安全性の確保を図るため、一

定規模の建築物の設計に当たり、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法

適合性確認の実施、建築士に対する定期講習の受講の義務付け、設計、工事監理業務の

再委託の制限、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる施設の工事の一括

下請負の禁止等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本改正による建築士、

建築業界に対する信頼回復の可能性、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士によ

る法適合性確認の実施体制、建築設備士の活用、建築士の業務報酬基準の見直し等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一二月一二日） 

 政府は、構造計算書偽装問題等により国民の間に建築物の安全性に対する不安と建築

界への不信が広まっていることにかんがみ、本法の施行に当たり、次の諸点について適

切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 



一、建築士試験の受験資格の見直しについては、学科主義から科目主義への変更に伴う

受験資格の認定が円滑に行われるよう配意するとともに、建築実務経験に関しては、建

築士資格受有者の設計・工事監理業務分野以外での活動・活躍の実態を踏まえ、意欲あ

る有能な人材に門戸を閉ざすことがないよう配慮すること。 

二、建築士が自己研鑽を図るとともに、建築士事務所が適正な業務の実施を行い、専門

資格者としての社会的使命と責任を果たすため、関係団体による独自の研修・資格制度

等の実施による加入率向上の取組を通じて団体の自律的な監督体制が確立されるよう、

関係団体等に対して所要の指導助言を行うこと。 

三、一定規模の建築物に係る構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合

性の確認については、厳正な実施を確保するとともに、構造設計一級建築士又は設備設

計一級建築士の偏在によって適合性確認業務の円滑な実施が妨げられることがないよう

配慮すること。 

四、建築設備設計・工事監理業務において重要な資格として運用されている「建築設備

士」について、建築設備の高度化・複雑化が進展している現下の状況にかんがみ、設備

設計一級建築士制度の下においても、より一層の活動・活躍ができるようその有効活用

が図られるとともに、関係規定の適切な運用がなされるよう、特定行政庁、建築士関係

団体等への周知徹底を図ること。 

  また、設備設計一級建築士制度の運用の状況について検討を加え、必要に応じ、速

やかに適切な措置を講じること。 

五、建築物の品質を確保するためには、工事監理業務の適正化を図ることが重要である

ことにかんがみ、建築主に提出される工事監理報告書の記載内容を充実するとともに、

工事監理のガイドラインを提示・普及すること等により、その実効性確保に努めること。 

六、建築士の業務報酬基準については、建築士の業務の実態を踏まえ、適宜適切に見直

しを行うとともに、その基準が遵守されるよう周知徹底を図ること。 

  右決議する。 


